
認定ケアマネジャー資格認定試験の実施に当たって「よくある質問」令和 8年度版 

        Ｑ              Ａ 

認定ケアマネジャー資格試験の受験資格等について 

認定ケアマネジャー資格取得のメリットは

なんですか？ 

 認定ケアマンジャー制度はケアマネジャーの資質向上を図ることを目的とした制度です。 

〇 認定ケアマネジャー資格を取得しますと、都道府県が行う主任介護支援専門員研修の受講要件として、

介護支援専門員として従事した期間が通算 5 年以上が、認定ケアマネジャーについては介護支援専門員

として従事した期間が 3年以上に短縮されます。 

  (注)都道府県が行う主任介護支援専門員研修の詳細は、各都道府県の介護保険所管部局にお問い合わせ下さい。） 

 

〇 資格試験に合格し、日本ケアマネジメント学会の会員となり、「認定ケアマネジャーの会」に入会いた

だきますと高度なケアマネジメント能力を身に付けるための会員限定の研修を受講できます。 

認定ケアマネジャー資格を受験するにあた

って、日本ケアマネジメント学会の会員に

なる必要はありますか。 

〇必要ありません。非会員の方でも、実務経験の要件を満たしていれば受験が可能です。 

〇だたし、会員歴が２年以上の方は受験料がお安くなります。 

資格試験を受験するための研修会等はあり

ますか？ 

〇 学会主催の研修会として、「認定ケアマネジャー受験準備講座」・「スタンダードコース スーパーバイ

ザー養成講座」「ケアマネジメントプロセス基礎講座」を受講されることをお勧めします。研修のお申込

みは学会ホームページからできます。 

 

介護支援専門員としての実務経験が 3 年あ

れば、誰でも認定ケアマネジャー資格試験

を受験できますか？ 

【資格認定要領１（1）～（4）関連】 

〇 介護支援専門員としての実務経験が受験年度の 10月 1 日現在で 3年以上あれば、会員、非会員を問わ

ず、受験することができます。 



受験にあたっての会員の特典はあります

か？ 

〇会員の特典としては、会員歴が２年以上の方（令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31日までに入会され

た方）は受験料がお安くなります。 

令和 8 年度の試験に合格した場合、認定ケ

アマネジャー資格の付与はいつ頃になりま

すか？ 

〇本年度資格試験に合格しますと「認定ケアマネジャー」資格の登録を行い、3月末までに認定証を交付し

ます。資格の有効期間は令和 9年 4月 1日から 5年間となります。 

5年ごとに資格更新手続きが必要となります。年 1回開催される学術大会（研究大会）への参加を 5年の

間に 1回以上（一般参加１０点・発表、シンポジストなど１２点の付与）と、有効期間 5年の間にご受講

された様々な研修（学会主催・認定ケアマネジャーの会主催研修会のほとんどは、１０点の付与）をポイ

ントに換算し 30点のポイントが必要となります。 

 

（※ホームページ「認定資格更新のご案内」の認定ケアマネジャー更新細則参照） 

 

認定ケアマネジャーの資格を取得したら、

主任介護支援専門員研修の受講ができます

か？ 

〇 資格取得のメリットとしてお答えしたとおり、研修受講の要件として、認定ケアマネジャー資格を取得

しますと、介護支援専門員として従事した期間が 5年以上の必要なところ、3年以上に短縮されます。 

〇ただし、認定ケアマネジャー資格が発生するのは、受験された翌年の令和 9年 4月 1日からとなりますの

で、主任ケアマネジャー研修の受講はそれ以後となります。 

  

認定ケアマネジャー資格試験申請にあたっ

て、研修等の受講実績は必要ありません

か？ 

〇 必要ありません。 

地域包括支援センターでケースを担当して

いますが、看護師や介護福祉士でも受験で

きますか？ 

〇 受験資格として、介護保険法第 7条第 5項に定める介護支援専門員の資格が必要となります。看護師又

は介護福祉士資格のみでは受験できません。 

〇 ただし、介護支援専門員資格を保有し、地域包括支援センターの介護予防支援担当であれば実務経験と

に含まれます。  



現在、地域包括支援センターで介護支援専

門員として総合事業の対象者のみを担当し

ておりますが、受験することはできます

か？ 

〇 地域包括支援センターの総合事業担当のみでは受験することはできません。 

〇 なお、これまで【資格認定要領１の（2）】の実務経験の範囲（①～⑨）の実務経験が 3年以上あれば可

能となります。その際、過去に担当した 20 事例及び資格認定試験用の事例 3 例を提出していただくこと

になります。受験は過去担当していた種別により受験することになります。 

過去の事例を使用する場合には、必ず事業所のご了解を得てください。 

 

 

介護支援専門員資格取得後に障害福祉の相

談支援業務をしている場合、実務経験に含

まれますか？ 

〇 介護支援専門員としての実務経験の範囲は、資格認定要領の 1 の⑵の実務経験となります。したがっ

て、障害福祉の相談支援業務は実務経験には含まれません。 

 なお、過去に資格認定要領の 1の⑵の実務経験が 3年以上あれば受験が可能です。 

介護支援専門員資格取得後に「生活相談員」

の職名の場合、実務経験に含まれますか？ 

〇 介護支援専門員としての実務経験の範囲は、資格認定要領の 1 の⑵の実務経験となります。したがっ

て、生活相談員の業務の場合実務経験には含まれません。 

 なお、過去に資格認定要領の 1の⑵の実務経験が 3年以上あれば受験が可能です。 

ケアマネジャーの資格で施設の相談員をし

ていましたが、実務経験に算定されますか? 

〇 施設のケアマネジャーとして発令されていれば実務経験に入ります。兼務でも結構です。ただし、お手

伝いでは実務経験となりません。 

サービス管理責任者やサービス提供責任者

は実務経験となりますか？ 

〇 実務経験には含まれません。 

現在ケアマネジャーとしての仕事をしてい

ないが受験はできますか？ 

〇 過去に、【資格認定要領１の（2）】の実務経験の範囲（①～⑨）の実務経験が 3 年以上あれば可能と考

えます。その際、過去に担当した 20 事例及び資格認定試験用の事例 3 例を提出していただくことになり

ます。なお、受験は過去担当していた種別により受験することになります。 

また、過去の事例を使用する場合には、事業所のご了解を得てください。 

産休は実務経験年数に含まれますか？ 〇 産休は含まれません。その期間を除いて実務経験証明書の作成をお願いします。 

 



実務経験には非常勤や、パートの期間も含

めてよいですか。 

〇 実務経験には専任に限らず兼務、非常勤のとしての勤務期間も含みます。 

〇 実務経験年数は令和 8年 10月 1日現在で 3年以上の実務経験が必要となります。 

認定ケアマネジャー資格試験の申請書類・手続き等 

【様式１】主たる略歴はいつからのものを

記載するのですか？ 

〇ケアマネジャーとして勤務してからの職歴です 

【様式１】法人等代表者氏名は居宅介護支

援事業所の管理者の証明でいいですか？ 

〇証明者は法人または事業所の代表者等雇用主の記名捺印でお願いします。 

【様式 1】申請者と法人等の代表者が同じ

場合でも証明は必要ですか？ 

〇申請者と代表者が同じ場合でも、申請者と代表者双方を記入し、押印して下さい。 

【様式１】申請書提出の時点で職場を退職

し何処にも所属がない場合どのように記載

したらいいのでしょうか？ 

〇資格申請書は現在の勤務先からの証明ですので、既に退職されていらっしゃる場合、下の証明欄は空欄で

結構です。 

【様式 3】実務経験年数の「現在に至る」と

はいつの時点を指すのですか？ 

〇受験年度の 10 月 1 日現在となります。書類提出時の際、見込みで「現在に至る」に〇していただいて結

構です。 

 

 

【様式 3】実務経験証明書は現在の職場だ

けでいいのでしょうか？ 

 

〇現在の職場での実務経験が 3 年に満たない場合は、前の職場を含めて 3 年以上になるよう証明書を添付

して下さい。※様式はコピーして使用してください。 

【様式 3】代表者の証明は事業所の管理者

でいいですか？ 

〇証明者は法人の代表者等雇用主の記名捺印でお願いします。証明書作成者はどなたでも結構です。 

 

 



【様式 3】実務経験証明書の代表者が受験

者本人でもいいですか？ 

 

〇結構です。 

【様式 3】実務経験証明書は、再受験すると

きも必要でしょうか？ 

〇再受験の方も実務経験証明書の提出が必要です。 

【様式 3】実務経験証明書を事業所が廃業

等で実在しない場合や、何等の理由で証明

できない場合どうしたらいいのでしょう

か。 

〇受験者ご本人が保有している雇用契約書と勤務期間の給与明細書またはねんきん定期便などを添付して

ください。 

〇事業所のパンフレット。雇用契約書の提出を求める場合もあります。 

その他個別の事情はメールでお問い合わせください。 

【様式 4】担当事例一覧には、現在担当して

いる事例でないとだめなのでしょうか。 

〇現在担当している事例では指定の数に満たない場合は、過去に担当した事例でも結構です。なお、地域包

括支援センターでの相談事例でも結構です。 

 

【様式 5】介護予防支援の場合、「ⅱ：中重

度の事例」とありますが、どの程度が適切

でしょうか。 

〇介護予防支援の中でも、ご自分の判断で重い方だと思わる事例で結構です。 

【様式 5】介護予防支援の場合、認知症の事

例は、医師の診断で認知症と診断されなけ

ればだめなのでしょうか？ 

 

〇医師の診断がなくても結構ですが、認定調査票で調査員の判断がⅡa以上であれば問題ありません。 

【様式 5】書類提出後に亡くなったり、介護

度の変更があった場合はどのように対応す

ればよいですか？ 

 

〇口頭試験の際にご説明いただければ結構です。書類の差し替えは必要ありません。 



【様式 6】地域包括支援センターの事例も

指定の様式に書き込まなければならないの

でしょうか？ 

 

〇地域包括支援センターの事例の場合は各市町村で定められた様式で結構です。 

【様式 6】HP に掲載の様式にすべて書き込

まなければならないのでしょうか？ 

〇 事業所の様式のままで結構ですが、個人を特定する情報（事業所名、県名、氏名、電話番号等）はすべ

てマスキングして下さい。 

 

※ 用紙の裏面からも見えなくなるよう、マスキングしてからコピーを取り、それを原本とするなどし 

て下さい。 

 

添付資料について  

※介護予防で受験される方の添付資料につ 

いて 

３事例について、次の①～④を添付してください。その際 必ず個人を 特定するものすべてをマスキングし

て下さい 。 

 

① 【様式６】居宅サービス計画書（１）（２）※事業所使用の様式をそのまま添付しても結構です。 

②  週間サービス計画書    

③  アセスメント表（基本情報を含む）    

④  サービス担当者会議議事録 

 

 ※介護予防支援で受験される方は、①及び②については市町村で使用している様式（A3用紙）に記載して

下さい。 

また、③の代わりに⑤利用者基本情報、⑥基本チェックリスト（最新のもの）を添付してください。 

 

 



【アセスメントシート】どのようなものを

添付するのですか？ 

〇 現在事業所・施設でお使いのフェイスシート・アセスメントシート一式を送付してください。 

〇 なお、インターライ（MDS）方式は CAP選定証と検討用紙を提出してください。 

〇 地域包括支援センターの場合は週間サービス表とアセスメントシートは別途提出の必要はありません。

職場での所定の様式だけで、結構です。 

 

【アセスメントシート・ｻｰﾋﾞｽ担当者会議

録】はどの時期のものまで入力が必要です

か？ 

〇 書類提出時の最新のものを添付して下さい。その後の変更は、口頭試験の際にご説明いただければ結構

です。 

書類は両面コピーでいいですか？ 〇書類はすべて片面印刷でお願いします。 

 

 

書類の送付は郵送とありますが、宅急便で

もいいですか？ 

〇郵便局でのレターパック（赤）で送付される方が多いですが、レターパックライト（青）や宅急便等、送

付方法の種類は問いません。締め切り日必着で届くようにお願いします。 

〇受け取りの必要な方法では、締め切り日の１６時半までに届くようにお願いします。 

〇学会事務局のポストへ直接投函はしないようお願いします。 

 

受験料の支払いについて 〇書類送付の際は、書類審査料のみお支払いください。振込みの領収書を個人票に張り付けしてください。 

〇会員２年以上在籍（令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31日までに入会の方）は、受験料はお安くなり

ます。口頭試験料・認定登録認定証料はそれぞれ事務局から払込取扱票を送付いたします。 

 

 

 



申請書類の審査 

書類審査はどのように行われるのですか？ 〇 書類審査は提出事例の審査を行うのではなく、受験資格の有無や提出書類の不備等がないかを審査をし

ます。なお、書類の不備等がある方のみご連絡いたします。 

 書類の不備がない場合は、特にご連絡はしませんので、9月初旬に口頭試験のご案内があるまでお待ちく

ださい。 

書類審査の結果通知は何時頃になります

か？ 

〇 書類審査の結果通知は、問題がなければ、口頭試験のご案内まで通知はいたしません。口頭試験のご案

内は、9月上旬に郵送にて通知します。受験日時、場所（会場）を併せて通知いたします。受験日時の指

定はできませんのでご了承下さい。 

 また、申し込み時に申請された会場の変更もできません。 

 

 

受験申請書類提出・受理していただいた後、

試験実施日より前に退職または他事業所へ

転職した際にはどのような取り扱いになる

のでしょうか？ 

〇あくまでも、ご提出いただいた事例についての試験ですので、試験当日に勤務先変更されていても結構で

す。その旨試験委員にお伝えください。逆に、退職された職場に、このまま担当事例で受験していいかを

ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 



口頭試験の実施 

口頭試験は何時頃行われるのですか？ 

また試験時間はどの程度ですか？ 

〇 資格認定試験は「資格認定要領」4の⑶の試験実施日いずれかになります。9月に試験日を通知します。  

〇 口頭試験は提出された 3 事例をもとに実施され、試験時間はお一人おおむね 1 時間程度（実質 40 分程

度）となります。 

口頭試験の会場は東京のみですか？ 

 またリモートでの受験はできますか？ 

〇 試験会場は令和 8年度から東京と大阪の２会場です。 

〇 リモートでの受験は今のところ実施しない方向です。 

口頭試験会場の希望の申請はできますか？ 〇 書類提出の際、会場を東京か大阪どちらかで申請していただけます。 

 ただし、書類提出後の会場変更はできません。 

口頭試験はどのように行われるのですか？ 〇 提出された 3事例をもとに、試験委員 3名による口頭試験（40分程度）となります。 

  なお、事例に関連する資料の持ち込みは可能です（ipad等の電子機器による資料の持ち込みは不可）。 

試験の際の服装の指定はありますか？ 〇 特に指定はございません（平服で結構です）。 

 

試験日の指定を希望したいのですが？ 〇 試験日の指定はできませんのでご了承ください。 

〇 ただし、あらかじめ国家試験等受験する日程がわかっている場合は、書類提出時にその旨お手紙を同封

ください。個人的な私用等の受付はできません。 

 

 



資格試験の結果はいつ頃になりますか？ 〇 試験の合否判定会議、理事会の議を経て、12月中に合否の通知を行う予定です。 

 

試験に合格した後にどのような手続きが必

要ですか？ 

〇 認定ケアマネジャー資格の登録を行い、登録終了後認定証を交付します。認定資格の有効期間は 5 年

（令和 9年 4月 1日～5年後の令和 14年 3月 31日）となります。5年ごとに更新の手続きが必要です。 

〇認定証の送付は 3月下旬となります。 

 

日本ケアマネジメント学会・認定ケアマネジャーの会入会手続き等 

認定ケアマネジャーの会とはどのような組

織ですか？ 

〇 日本ケアマネジメント学会の内部組織で、学会の会員であって、認定ケアマネジャーの資格のある方が

入会できます。認定ケアマネジャーの資格登録された方々が各種研修を受講し、スキルアップを支援する

組織です。 

 

日本ケアマネジメント学会に入会するには

どのようにすればよいのでしょうか？ 

〇 学会への入会申込は、ホームページの「日本ケアマネジメント学会申込」フォームに必要事項を入力し、

お申し込み頂きますと受付の確認メールが届きます。その後、年会費のお振込み等のご案内をいたしま

す。なお、学会への入会は理事会の承認が必要でありますので、少しお時間（一月程度）がかかる場合が

ありますのでご容赦願います。 

認定ケアマネジャーの会への入会はどのよ

うにすればいいのでしょうか？ 

〇日本ケアマネジメント学会入会申請後または同時に「認定ケアマネジャーの会入会申込書」（ホームペー

ジからもダウンロードできますが、認定証に同封いたします）に記載の上、事務局あてに送付してくださ

い。FAXでも結構です。 

                          


